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第２５号議案  

 

   綾瀬市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年綾瀬町条例第２４号）の一部

を次のように改正する。 

第１４条を次のように改める。 

（保証人及び利率） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができ

る。 

２ 法第１０条第４項の条例で定める率は、保証人を立てる場合は年零パーセントと

し、保証人を立てない場合は年１パーセントとする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担する

ものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。 

第１５条第１項中「年賦償還」の次に「、半年賦償還又は月賦償還」を加え、同条

第３項中「、保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の綾瀬市災害弔慰金の支給等に関する

条例の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の綾瀬市災害弔慰金の支給等に関する条例第１４条及び第

１５条第３項の規定は、平成３１年４月１日以後に生じた災害により被害を受けた

世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害

により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお

従前の例による。 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  
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（提案理由） 

災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の改

正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 
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第２６号議案  

 

   綾瀬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

   例の一部を改正する条例 

 

 綾瀬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年綾瀬市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第

６３号）の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 
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            第２７号議案 

 

綾瀬市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市火災予防条例（昭和３７年綾瀬町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２９条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に改め、同条中

第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設

用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有す

る消防の用に供する設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）第３

条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に

より設置したとき。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和元年６月３日提出 

 

                         綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

住宅用防災機器の設置の免除に関する事項及びその他関係規定について所要の改正

をいたしたく提案するものであります。 
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 第２８号議案  

 

工事に関する基本協定の締結について 

 

東名高速道路と交差する綾瀬市道１０号線寺尾橋及び綾瀬市道２８８号線釜田橋橋

りょう修繕工事に関する基本協定を次のとおり締結します。 

１ 協定の相手方 

東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 

中日本高速道路株式会社 

東京支社長 中 井 俊 雄 

２ 事業の施行者 

中日本高速道路株式会社 

３ 事業に係る概算総額 

１９９，３３２，１００円 

４ 事業箇所 

綾瀬市寺尾本町一丁目１８２番７６地先及び寺尾南二丁目１９１番２地先 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

 東名高速道路と交差する綾瀬市道１０号線寺尾橋及び綾瀬市道２８８号線釜田橋橋

りょう修繕工事に関する基本協定を締結したいので、綾瀬市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案するものであります。 
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第２９号議案 

 

工事委託に関する協定の締結について 

 

令和元年度綾瀬市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定を次のとおり

締結します。 

１ 契約の相手方 日本下水道事業団 

        東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

         理事長 밯 原 俊 博 

２ 契 約 金 額 １８０，０００，０００円 

３ 契約の方法 随意契約（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定

による。） 

４ 履 行 場 所 綾瀬市深谷南５丁目１３番１号地内 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

令和元年度綾瀬市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定を締結したい

ので、綾瀬市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により提案するものであります。 
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第３０号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

800号線 

本蓼川字稲荷山 

440番1地先 

本蓼川字稲荷山

442番1地先 
 145.2 2.7  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第

３項の規定により提案するものであります。 
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第３１号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

801号線 

本蓼川字稲荷山 

427番2地先 

本蓼川字稲荷山

406番地先 
 79.6 2.7  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第

３項の規定により提案するものであります。 
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第３２号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

806号線 

本蓼川字稲荷山 

406番地先 

本蓼川字稲荷山

389番地先 
 188.2 1.8  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第

３項の規定により提案するものであります。 
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第３３号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

807号線 

本蓼川字稲荷山 

349番地先 

本蓼川字稲荷山

335番地先 
 191.8 1.8  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第

３項の規定により提案するものであります。 
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第３４号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

810号線 

本蓼川字稲荷山 

284番地先 

本蓼川字稲荷山

294番地先 
 338.0 1.8  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第

３項の規定により提案するものであります。 
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第３５号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

810-1号線 

本蓼川字稲荷山 

285番4地先 

本蓼川字稲荷山 

262番地先 
 115.8 

1.8 

～2.7 
 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い廃止した道路用地のうち、事業の区域外に残され

た路線の一部を認定いたしたく、道路法第８条第２項の規定により提案するものであ

ります。 
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第３６号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1648-1号線 

本蓼川字稲荷山 

190番地先 

本蓼川字稲荷山 

220番地先 
 220.5 6.7  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い取得した道路用地を認定いたしたく、道路法第８

条第２項の規定により提案するものであります。 
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第３７号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1649-1号線 

吉岡字芦久保 

2366番2地先 

吉岡字新道向 

483番5地先 
1,920.0 

4.4 

～16.7 
 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

横須賀市より取得した横須賀水道路用地を認定いたしたく、道路法第８条第２項の

規定により提案するものであります。 
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第２６号議案  

 

   綾瀬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

   例の一部を改正する条例 

 

 綾瀬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年綾瀬市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第

６３号）の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 
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            第２７号議案 

 

綾瀬市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市火災予防条例（昭和３７年綾瀬町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２９条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に改め、同条中

第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設

用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有す

る消防の用に供する設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）第３

条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に

より設置したとき。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和元年６月３日提出 

 

                         綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

住宅用防災機器の設置の免除に関する事項及びその他関係規定について所要の改正

をいたしたく提案するものであります。 
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 第２８号議案  

 

工事に関する基本協定の締結について 

 

東名高速道路と交差する綾瀬市道１０号線寺尾橋及び綾瀬市道２８８号線釜田橋橋

りょう修繕工事に関する基本協定を次のとおり締結します。 

１ 協定の相手方 

東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 

中日本高速道路株式会社 

東京支社長 中 井 俊 雄 

２ 事業の施行者 

中日本高速道路株式会社 

３ 事業に係る概算総額 

１９９，３３２，１００円 

４ 事業箇所 

綾瀬市寺尾本町一丁目１８２番７６地先及び寺尾南二丁目１９１番２地先 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

 東名高速道路と交差する綾瀬市道１０号線寺尾橋及び綾瀬市道２８８号線釜田橋橋

りょう修繕工事に関する基本協定を締結したいので、綾瀬市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案するものであります。 
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第２９号議案 

 

工事委託に関する協定の締結について 

 

令和元年度綾瀬市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定を次のとおり

締結します。 

１ 契約の相手方 日本下水道事業団 

        東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

         理事長 밯 原 俊 博 

２ 契 約 金 額 １８０，０００，０００円 

３ 契約の方法 随意契約（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定

による。） 

４ 履 行 場 所 綾瀬市深谷南５丁目１３番１号地内 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

令和元年度綾瀬市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定を締結したい

ので、綾瀬市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により提案するものであります。 
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第３０号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

800号線 

本蓼川字稲荷山 

440番1地先 

本蓼川字稲荷山

442番1地先 
 145.2 2.7  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第

３項の規定により提案するものであります。 
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第３１号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

801号線 

本蓼川字稲荷山 

427番2地先 

本蓼川字稲荷山

406番地先 
 79.6 2.7  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第

３項の規定により提案するものであります。 
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第３２号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

806号線 

本蓼川字稲荷山 

406番地先 

本蓼川字稲荷山

389番地先 
 188.2 1.8  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第

３項の規定により提案するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

第３３号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

807号線 

本蓼川字稲荷山 

349番地先 

本蓼川字稲荷山

335番地先 
 191.8 1.8  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第

３項の規定により提案するものであります。 
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第３４号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

810号線 

本蓼川字稲荷山 

284番地先 

本蓼川字稲荷山

294番地先 
 338.0 1.8  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第

３項の規定により提案するものであります。 
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第３５号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

810-1号線 

本蓼川字稲荷山 

285番4地先 

本蓼川字稲荷山 

262番地先 
 115.8 

1.8 

～2.7 
 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い廃止した道路用地のうち、事業の区域外に残され

た路線の一部を認定いたしたく、道路法第８条第２項の規定により提案するものであ

ります。 
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第３６号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1648-1号線 

本蓼川字稲荷山 

190番地先 

本蓼川字稲荷山 

220番地先 
 220.5 6.7  

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

綾瀬スポーツ公園整備事業に伴い取得した道路用地を認定いたしたく、道路法第８

条第２項の規定により提案するものであります。 
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第３７号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1649-1号線 

吉岡字芦久保 

2366番2地先 

吉岡字新道向 

483番5地先 
1,920.0 

4.4 

～16.7 
 

令和元年６月３日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

横須賀市より取得した横須賀水道路用地を認定いたしたく、道路法第８条第２項の

規定により提案するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















